


（案） 

 

卸売業者、仲卸業者及び関連事業者以外の者に対する市場施設の使用許可基準 

 

神戸市中央卸売市場業務条例（以下「業務条例」という。）第 52 条第２項に規定する卸売業

者、仲卸業者及び関連事業者以外の者に対する市場施設の使用許可は、神戸市中央卸売市場業

務条例施行規則（以下「業務条例施行規則」という）第 41 条に基づき行う。 

ただし、業務条例施行規則第 41 条（２）及び（３）については、許可を受けようとする者が

次のいずれかに該当するときは市場施設の使用を許可しないものとする。 

 

１．業務条例第 53 条第１項に規定する使用料及び同条第２項の規定により使用者が負担する

こととされている費用（以下「使用料等」という。）を滞納し、市場施設の使用許可を取り消

された者で、以下のすべての条件を満たさない者 

（１）市場施設の使用許可の取消しから３年以上経過した者 

（２）滞納していた使用料等をすべて納めた者 

 

２．その他、許可をすることが不適当と認められる者 

 

附 則  

 この基準は、令和６年 12 月〇日から施行する。 

 


